
  



 



 



 



今回は，「結果的に」この書き方でも間違っていないのですが，こういう書
き方をされると，強制処分法定主義＝令状主義と誤解しているのではないか
という印象を与えるおそれがあります。この２つが別物であることをきちん
と理解していることが伝わるような書き方をしましょう。

ここも同じ理由で△です。

まずは，どういう権利利益が制約されている
のかを特定しましょう。また，平成19年当時
ならともかく，現在ではX線検査（最決平
21.9.28）やGPS捜査（最大決平29.3.15）と
いう超重要判例があるので，それを意識した
論述をしましょう。

同上

同上



何条ですか？

写真・ビデオ撮影については，最大判昭
44.12.24，東京高判昭63.4.1，最決平20.4.15
等の超重要判例があるところですから，それ
を意識した規範を用いたいところです。

重要なのは，人通りの多い少ないではなく，その時間帯に犯行が行
われることが予想されるという点だと思います。

あてはめが薄すぎます。他にも拾うべき
事実は山ほどあるはずです。

⒜と何が違うのかわかりませんが，何故2つに分けたんでしょうか？



監視する必要性が高いなら，張り込みでもす
れば良いんじゃないでしょうか？何故「ビデ
オ撮影」でなければならなかったのでしょう
か？

ここもあてはめが薄すぎます。

本問は何条の何という文言との関係で問題に
なるのでしょうか？

そもそも同種前科ですか？



大きな枠組みは間違えていないのですが，その中身はスカスカです。特に，あてはめがかなり「雑」です。あ
てはめとは，①事実を指摘し→②指摘した事実に評価を加え→③規範との結び付きを示す作業をいうところ，
①について，そもそも摘示している事実が少なすぎる上，事実を勝手に要約したり，もはや「評価」になって
いたりする部分も散見されます。まず，問題文の事実を「コピペ」するところから始めましょう。また，②に
ついては，単純に事実を指摘しただけで規範を充足するとの結論を導いている箇所が散見されますが，このよ
うな答案が言語道断であることは出題趣旨や採点実感で何度も強調されていることです。さらに，それが原因
で，分量が少なすぎます。このような「あてはめ以外することがありません」的な問題で4頁に満たないという
のは，他の受験生に相当書き負けており致命的な差をつけられていると思った方が良いです。充実したあては
めができるよう，訓練を積んでください。

屋根のない駐車場は顕著な特徴でしょうか？Ｃ社製高級
外車は顕著な特徴でしょうか？ナイフでひっかき傷を付
けることは顕著な特徴でしょうか？ベンジンを用いた放
火は顕著な特徴でしょうか？一つ一つをみているだけで
は，とても顕著な特徴があるとはいえませんので，顕著
な特徴があるというなら，もう一押し必要でしょう。

①を肯定するなら当然そうなりますね。

















 


